
平成 31 年 2 月 1 日（1）（第41号） 三 条 法 人 会 だ よ り

平成 31. 2. 1
第  41  号

三 条 市 須 頃 1 - 2 0
三条商工会議所会館 5F
ＴＥＬ（0256）35-6350
ＦＡＸ（0256）32-9335
URL
http://www.

sanjohojinkai.or.jp/

三 条 法 人 会
公益社団法人

もっと、いい会社であるために。

　吉ヶ平自然体感の郷は、四季折々の表情をみせるしただ郷の大自然と司馬遼太郎の「峠」の舞台でもあり
河井継之助の通った八十里越の歴史ロマンを体感できます。
　吉ヶ平は携帯電話の通じないコールドスポットになっていることから、他のキャンプ場とは一味違ったキャンプ
が体験でき、キャンプ場広場の脇には平成30年度に「新潟県の名水」として選定された「城ノ腰の清水」と
呼ばれる清水が湧き出ています。
　また、「吉ヶ平フィッシングパーク」では自然の渓谷を生かした臨場感あふれる本格的なキャッチ＆リリースの
フライフィッシングなどが楽しめますし、吉ヶ平自然体感の郷周辺には雨生ヶ池、大池、番屋山、守門岳などが
ありトレッキングや登山も楽しむことができます。
　ぜひ、ご家族やお友達同士でしただ郷の大自然を満喫してください。
オープン期間：6月1日から11月15日まで（雪の状況でオープン期間に変
更がある場合があります。） 

（写真提供　三条市経済部営業戦略室）

豊かな自然と歴史ロマンあふれる「吉ヶ平自然体感の郷」

総務広報委員長 長 岡 信 治
（題字  宮 原 松 雄）

発行責任者
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～2017 年頭ご挨拶～迎　春 ～2019 年頭ご挨拶～迎　春

　新年を迎えるに当たりまして、謹んでご挨拶を申
し上げます。会員の皆様には、健やかに新春をお
迎えになったことと心よりお喜び申し上げます。常日
頃は法人会活動にご理解とご協力を賜り、この場
をお借りしまして衷心より御礼を申し上げます。
　三条法人会は、公益法人としての使命を達成す
る為、基本方針に則り、税を中心とした研修・啓発
活動や地域社会への貢献活動などを展開してま
いりました。
　平成30年度も、税に関する研修・セミナー・諸講
演をはじめ、小・中・高校生並びに大学生を対象に
した租税教室、税に関する絵はがきコンクールなど
を実施いたしました。
　また、福祉施設へのタオルの寄贈など、社会貢
献活動も実施してまいりました。何れの事業も、引き
続き積極的に展開していく予定であります。
　さて、昨年9月に2019年度税制改正に関する提
言が決議されました。基本的な課題であります税と
財政改革のあり方や、経済活性化と中小企業対策
など、内容は私達中小企業を重視したものとなって
おります。11月に、三条市長をはじめ、三条市議会
そして地元国会議員の皆様に、この提言書をお届
けいたしましたが、こうした提言が、立法や行政な
ど関係各機関のもとで、確り反映されることを願っ
ております。
　今、日本経済は緩やかに拡大していると言われ
ております。しかしながら、依然として地方を取り巻
く環境は厳しく、デフレからの脱却や自立した力強
い段階には至っておりません。
　私達法人会は、税のオピニオンリーダーとして、ま
た国や地域社会の繁栄に貢献する経営者の団体
として、今後も法人会活動をより積極的に展開し、
引き続き企業の発展や地域社会に貢献できるよう
取り組んでまいりたいと思っております。改めて、税
務当局並びに税理士会様のより一層のご指導を
お願いする次第であります。
　結びに当たりまして、会員企業の益々のご発展と
ご健勝を祈念するとともに、法人会活動への積極
的なご参加をお願い申し上げ挨拶といたします。

公益社団法人 三条法人会
会長　野　崎　正　明

新年のご挨拶

　年頭に当たり、謹んでご挨拶申し上げます。
　公益社団法人三条法人会の皆様方におかれましては、
お健やかに新春をお迎えのことと、心からお慶び申し上げ
ます。
　旧年中は、会員の皆様方には、税務行政全般にわたり深
いご理解と多大なご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。
　昨年を振り返りますと、北海道胆振東部地震や豪雨災
害など、大きな自然災害がある一方、平昌冬季五輪での日
本選手の活躍やノーベル生理学・医学賞の受賞など、日本
に元気をもたらす明るい話題もありました。
　この間、皆様方には、会員相互の連帯・協調を図りなが
ら、公益社団法人として、税務研修会や租税教室等の租
税啓発活動並びに社会貢献活動などに意欲的かつ積極
的に取り組まれ、地域社会及び会員企業の健全な発展に
多大な貢献をされておられます。
　このような充実した事業活動は、税務に携わる私どもと
いたしましても誠に心強い限りであり、野崎会長をはじめ役
員の方々のご尽力並びに会員の皆様方のご活動に、改め
て深く敬意を表する次第であります。今後とも、税務の良き
理解者としてご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。
　ご承知のとおり、本年10月に消費税率10％への引上げと
消費税の軽減税率制度が実施されることになり、納税者の
皆様が軽減税率制度を含む改正内容や消費税の仕組み
を十分理解し、自ら適正な申告・納付ができますよう、制度の
円滑な実施に向けた周知・広報、相談対応に着実に取り組
んでまいりたいと考えておりますので、ご支援・ご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
　年も改まり、平成30年分の所得税等の確定申告が始まり
ます。税務署では、自宅からICTを活用した申告の推進に
取り組んでおり、より便利にe-Taxをご利用いただけるよう、
具体的には本年1月より、ID・パスワードによるe-Tax送信が
可能になるなど、その利便性の向上を図っております。会員
企業役員等の皆様はもちろんのこと、社員・従業員の方にも
ご利用いただけるよう、周知等につきまして、ご協力をお願
い申し上げます。
　結びに当たり、本年が、公益社団法人三条法人会の
益 の々ご発展と、会員の皆様方のご繁栄の年となりますこと
を心からご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

三条税務署長
宇佐田　一　雄

新年のご挨拶
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　平成30年11月21日（水）、三条市旭町「二洲楼会議室」において、理事
会を開催しました。議題は、議決事項として、第1号議案「平成30年
度会員数の状況と会員増強の推進について」の議案審議と報告事項と
して、平成30年度税制改正要望について、合同納税表彰式法人会関係
者の報告について、平成30年度後期会議・事業予定について等、各種
事業の実施状況の報告と資料説明を行いました。
　第1号議案「平成30年度会員数の状況と会員増強の推進について」
では、平成30年4月以降の退会と新規加入状況について、新規加入が9

社、退会が19社、全体では10社の減となる旨の報告がおこなわれた。特に退会19社の内10社について
は、法人の解散、整理、倒産など法人組織そのものがなくなる又は事業縮小によるため等法人そのもの
が無くなるための退会理由となっている厳しい現状が報告された。これらの現状を受けて、大変厳しい
状況であるが、引き続き、野崎会長のもと、法人会組織の基盤となる会員増強の推進について積極的に
取り組んでいくことが確認された。
　報告事項については、平成31年度税制改正要望について、合同納税
表彰式法人会関係者の報告、第18回法人会ゴルフ大会収支決算報告、
今後の事業予定等の状況説明が行われた。
　その後、福利厚生制度推進連絡協議会を開催し、大同生命保険株
式会社他保険3社から、「ふやそう2万社GОGОキャンペーン」の
取り組み状況並びに今後の各種保険制度の加入促進計画について詳
細説明を受け、新規・見直しを含め加入実績を上げていくことが確
認された。

公益社団法人　三条法人会　理事会の開催

マイナン
バー

カード

（注）法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出
又は提示を求められることがあります。

法人会 イータックス 検索法人会は会社経営の効率化のために
e-Taxの普及を支援しています。 www.e-tax.nta.go.jp

さらに詳しくは
WEBへ

国税電子申告・納税システム

※事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。 　※届出書の提出から利用可能となるまで、1か月程度かかります。

納税にはダイレクト納付が便利です！

※事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。 　※届出書の提出から利用可能となるまで、1か月程度かかります。

「e-Tax」なら国税に関する申告や納税、申請・届出などの
手続がインターネットで行えます。

e-Taxを利用して所得税及び
復興特別所得税の申告をすると

こんなメリットが！

■所得税など個人の確定申告書を作成される方へ
　国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、パソコン
やスマートフォンで申告書を作成することができます。
　作成した申告書は、マイナンバーカードとICカードリーダライタ
を準備すれば、自宅等のパソコンからe-Taxで提出できます。
　また、マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでない
方も、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務
署で事前に手続きを行うことで、e-Taxをご利用いただけます。

e-Taxを利用して電子申告等をした後に、届出をした預貯金口座から、
簡単な操作で即時又は期日を指定して納付することができます。

添付書類の
提出省略（注）

還付が
スピーディー

電子申告で

   効率UP!
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～平成25年度税制改正に関するスローガン～（項目の抜粋）～平成 31年度税制改正スローガン～

　平成31年度の税制改正に関する提言書を去る11月27日（火）、野崎
会長と外山税制委員長、事務局で、國定勇人三条市長、阿部銀次郎
三条市議会議長を訪ね、直接提言書を手渡し、主旨を伝えると共に
要望を行った。又、同日、菊田真紀子衆議院議員三条事務所を訪
ね、相墨秘書に提言書を手渡し要望を行いました。
　提言書は、公益財団法人全国法人会総連合
が全国の単位法人会会員に広くアンケート調
査を実施、要望事項を県連単位で集約したも
のを、全法連税制委員会・理事会で最終的に
取りまとめたものです。

＜基本的な課題＞
Ⅰ．税・財政改革のあり方
 1 財政健全化に向けて
 2 社会保障制度に対する基本的な考え方
 3 行政改革の徹底
 4 消費税引き上げに伴う対応措置
 5 マイナンバー制度について
 6 今後の税制改革のあり方
Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
 1 法人実効税率について
 2 中小企業の活性化に資する税制措置
 3 事業承継税制の拡充
Ⅲ．地方のあり方
Ⅳ．震災復興
Ⅴ．その他
 1 納税環境の整備
 2 租税教育の充実
＜税目別の具体的課題＞
1 法人税関係
 （1） 役員給与の損金算入の拡充
 （2） 公益法人課税のあり方の慎重な検討
2 所得税関係
 （1） 所得税のあり方（控除制度の拡大・見直し等）
 （2） 少子化対策（税制上の支援措置の検討）
3 相続税・贈与税関係
 （1） 相続税の負担率の軽減他
 （2） 贈与税の基礎控除の引き上げ等
4 地方税関係
 （1） 固定資産税の抜本的見直し（評価方法の見直し等）
 （2） 事業所税の廃止
 （3） 住民税の超過課税の見直し
 （4） 法定外目的税の見直し
5 その他
 （1） 配当に対する二重課税の見直し
 （2） 電子申告
 　　（地方税の電子申告とのシステム連携の検討等）

＜個別法令・通達関係＞
Ⅰ．法令関係
 1 法人税関係
 　①無形減価償却資産（ソフトウェア）の期間短縮
 　②引当金の損金算入の見直し（退職・賞与引当金）
 　③電話加入権の損金算入の見直し
 　④耐震補強等に係る工事を実施した場合の優遇措置の創設
 　⑤法人税の延納の復活及び利子税率の軽減
 　⑥申告書の提出期限の延長（３か月以内に）
 2 所得税関係
 　①土地・建物等の損益通算（譲渡損失の損益通算等）
 　②不動産所得の負債利子の損益通算の復活
 　③医療費控除限度額引き上げ（限度額を300万円に）
 　④源泉納付の見直し（納付期限の延長）
 3 相続税・贈与税関係
 　①保険金・死亡退職金の非課税限度額の引き上げ
 　②相続財産からの控除の新設（遺言執行費用等）
 　③被相続人の保証債務の弁済
 　④贈与税の配偶者控除額の引き上げ（3,000万円に）
 4 消費税関係
 　①消費税の確定申告書の提出期限の延長
 　②消費税の届出書の提出期限の延長
 5 印紙税の廃止
 6 地方税関係
 　①固定資産税の減免等
 　②法人事業税の見直し
 　③個人住民税の特別徴収の見直
 　　（特別徴収事務簡素化等）
 　④欠損金繰戻し還付制度の創設・延納制度の新設
Ⅱ．通達関係
 1 法人税関係
 　①修繕費の認定範囲の見直し等
 　②借地権の地代認定基準の見直し
 2 相続税関係
 　①取引相場のない株式の評価の見直し等

○財政健全化は国家的課題。目標の早期達成に向けて全力を！
○少子高齢化の急速な進行は不可避。社会構造変化に対応した社会保障制度の確立を！
○中小企業向け税制措置を拡充し、真の経済再生を！
○中小企業は雇用の担い手。事業承継税制の改革は地方活性化のためにも重要！

平成31年度税制改正に関する提言（要望項目）

～税制改正に関する提言書を市長・議長・地元国会議員へ提出～～税制改正に関する提言書を市長・議長・地元国会議員へ提出～
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合同納税表彰式

税に関する作文コンクール（公益社団法人三条法人会長賞）（敬称略）

　毎年11月の「税を考える週間」行事に開催されている恒例の合同納税表彰式が、11月15日（木）、ジオ・ワールド
ビップにおいて、多数のご来賓、関係者の出席のもとに開催されました。法人会関係者の受賞者をご紹介します。

　永年にわたり税務行政の円滑化と納税道義の高揚に多大な
貢献をされ、会の健全な発展と税意識の普及に尽力された方々
に三条税務署長より、表彰状が授与されました。

　全国納税貯蓄組合連合会と国税庁が主催し、三条法人会も後援している、
｢税に関する作文コンクール」の中学生の部優秀作品に法人会長賞が授与さ
れ、副賞と記念メダルが贈呈された。
　又、全応募者に参加賞として法人会より、マーカーペン1,300本と税の小冊子
1,300冊を贈呈した。
　中学生の部　三条市立　第四中学校　3年　玉　木　　冠
　　　　　　　題名　「あったらいいな、こんな税」

公益社団法人 三条法人会
理　　事　渡　辺　　　徹　シンワ測定㈱
理　　事　中　條　耕太郎　㈱ナカジョウ

三条税務署長表彰者（敬称略）

○三条地区会	 ㈱三条特殊鋳工所 金川　麻子
 ㈱コロナ 高橋　昭人
 ㈱コロナ  成田　悠紀
 ㈱コロナ  嶋川　　悠
 ㈱三條機械製作所  小林　大樹
 マルソー㈱  相田　　健
 ㈱野崎忠五郎商店 土田　靖子
 ㈱野崎忠五郎商店 小林佳代子
○見附地区会	 ㈱星野工務店  渡部　真夕
 ㈱里 味 近藤　亜紀
 ㈱里 味 土田　　萌

★公益社団法人 三条法人会「優良経理担当者表彰」（順不同敬称略）
　優良経理担当者に会長から表彰状並びに記念品が授与されました。

　8月28日から10月23日までの16日間、三条商工会議所におい
て、毎年度実施している日商簿記3級講座を開催した。松﨑武
税理士事務所の松﨑孝史先生を講師に迎え、午後6時30分か
ら9時までの夜間の長期講座であったが今年は、19名が受講
し日商簿記検定試験3級合格を目指した。
　初日の8月28日午後6時30分から開校式を行い、講師の松﨑
さんからはこの講習を受講されたからには是非最終的に日商
簿記の3級を取っていただきたいと激励のメッセージを送り講

義に入った。10月23日の最終日には、出席率70％以上の18名に対し法人会より終了証書が交付された。

日商３級簿記（複式簿記）講座の開催
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　地域社会貢献活動の一環として実施しているタオルの寄贈について、今年度は
12月19日、加茂市社会福祉協議会にタオル1,500本を持参、事務局に手渡した。
加茂市内の福祉関係施設などで有効に活用させていただきますと感謝の言葉をい
ただいた。

　恒例となっている、三条・燕西蒲青年部会の合同の研修会が、本年度
は、三条法人会青年部会の主管で平成30年10月25日（木）開催した。第一
部は、暖房機器、空調・家電機器等の製造・販売の㈱コロナ様の工場見
学を実施し、東証一部上場企業の厳しい品質管理の状況と会社経営の考
え方をお聴きすることができ大変有意義な工場見学会となった。第二部
は会場を「餞心亭おゝ乃」に移し懇親交流会を開催した。

　三条法人会青年部会では、租税教室の開催にも積
極的に取り組んでいます。管内小学校で開催される
租税教室の講師として部会員を派遣しており、今年
は保内小学校、一ノ木戸小学校、嵐南小学校、新潟
小学校、加茂小学校、栄北小学校、長沢小学校、田
上小学校の8校で実施した。講師は青年部会の正副部
会長・役員が持ち回りで担当し、ＤＶＤ等を活用し
45分間の講義を行ったが、それぞれが工夫を凝らし
た説明で、大変好評だった。管内の租税教室実施全
小学校にマーカーペン、税の小冊子、絵ハガキコン
クールティッシュペーパーを各1,400個配付した。

栄北小学校（三条市）

新潟小学校（見附市）

　女性部会では、「税を考える週間」行事の一環として、毎年三条税務署幹部の
方々をお迎えし「やさしい税金教室」を開催している。本年度は、11月30日
（金）に「餞心亭おゝ乃」で開催しました。
　第1部は、officeSHIMADU代表「島津悟」氏をお迎えし、「相続・事業承継への
準備と心構え」と題して講演をいただいた。スムース
な事業承継への留意点について具体的な事例を交えわ
かりやすく説明を受け大変有意義な講演会となった。
第2部は、三条税務署の永吉義幸統括官より「国税査
察制度について」と題し講和をいただいた。その後、
宇佐田税務署長様を交え座談会を開催し大変意義ある意見交換ができました。

三条・燕西蒲青年部会合同視察研修会の開催

租税教室の開催

「セミナー＆やさしい税金教室」の開催

タオルの寄贈

青 年 部 会 の 活 動

女 性 部 会 の 活 動
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　1946年1月、金物のまちとして全国的に名を知られる
三条市にて、初代社長　故加藤重利が「加藤重利商店」
を創業。本職大工の厳しい目に適う精度の高い道具作り
を目指し、角利の信頼される製品づくりの礎を築きまし
た。
　角利という社名には「営業努力」と「品質向上」の二
つの意味が含まれています。
・角は四角い升を表し、その中を利益でみたしていこうという 「営業努力」。
・鋭い切れ味の角（刃先）を持つ利器工匠具を生み出していこうという「品質向上」。
製品の品質をより高め、関わりをいただくすべての方々の利益を考えて、たゆまぬ努力を続けて
いく姿勢を表しています。
　「日曜大工も楽し！」のキャッチフレーズで発売した「角利の大工道具セット」は、戦後の荒
廃した家屋の修復用七つ道具として、我々が考え出した最初のオリジナル商品です。百貨店・一
般小売店はじめ官公庁の職域販売など、一般ユーザー向けの新たなマーケットも開拓。以来「日
曜大工」はその言葉と共に急速に普及し、その時代背景の中、1959年、1963年、1981年と三度に
わたり郵政省お年玉年賀はがき賞品に採用される栄誉も得ました。

　大工道具からスタートした当社ですが、世の中の変
化と共に取り扱い商品も拡大。お客様のニーズや社会
の変化に素早く対応し、様々な販路開拓にも力を注い
できました。
　2016年には創業70周年を迎えると共に、加藤將利が3
代目社長に就任。100年企業を目指し新たなステージへ
と歩みを進めています。
　また、昨年6月には三条税務署より優良申告法人とし

て表敬状を授与されました。実直に経営を続けてきたことを評価いただき、大変名誉な事と感じ
ています。
　今後も税法を始めコンプライアンスを徹底し、地元に貢献できる企業として社会的責任を果た
すため、社員一丸となって社業に邁進するとともに、お取引先様におかれましてはより一層のご
支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

企業訪問
●社 　 名  角利産業株式会社
●代 表 者  加　藤　將　利
●住 　 所  〒 955-0823　新潟県三条市東本成寺 3-3
   電話 0256-34-6111　FAX 0256-34-7193
●資 本 金  4,200 万円
●従業員数  59 名
●事業内容  DIY用品、アウトドア用品、防災用品の卸売
● E - m a i l  info@kakuri.co.jp
●Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.kakuri.co.jp/

【会社の概要】

角利産業株式会社
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生 き る 〜 健康法・趣味〜

　三条法人会内の三条・加茂・見附・田上・栄・下田地区で新潟県相撲連盟に所属する団体
は見附市相撲協会と、下田相撲連盟のみとなってしまいました。先輩の話を伺うとかつては

地区内、或いは各旧市町村内でも多くの奉納相撲（花相撲、まつり相撲）が立ち、各地で村相撲も盛んだった
と伺っています。私は現在見附市相撲協会に所属し見附相撲教室で週一回小中学生を相手に稽古をつけ
ていますが、そんな中で相撲の四股について少しお話しをしたいと思います。相撲の稽古の中で四股は稽古
前のウオーミングアップや稽古後のクールダウンにも用いられながら、足腰を鍛錬する相撲の基本中の基本と
して相撲には欠かせないものです。四股には股関節のストレッチ効果もあるとされながら、普段あまり使わない
内転筋と呼ばれる太ももの内側の筋肉やお尻の筋肉・体幹を効率よく鍛えることができヒップアップや、腰痛予
防にも効果が期待できるといわれています。実際に四股を踏んだ後の筋肉痛では、お尻の筋肉に一番効き目
があることを感じることができます。見附相撲教室では保護者のお母さんたちも子供たちと一緒に四股を踏ん
でいます。皆さんも足腰のストレッチと鍛錬にぜひお試しいただければと思います。片足での四股が難しい方
には、四股スクワット、相撲スクワットなどもおすすめいたします。シコササイズとかシコアサイズなどとも称して、
書籍やインターネットでの情報も豊富ですので一度ご覧ください。

『四股』 株式会社　マルコ―

代表取締役　小　泉　　勝  様

編 集 後 記
　２０１９年の新春を迎え謹んでお喜び申し上げます。
　会員の皆様方には、日頃から総務広報委員会にご協力いただき誠に有難うございます。
　今年の冬は、暖冬と言われ昨年の１２月中旬まで暖かい日が続きましたが、年の暮れからの突然の寒波に身体がついて
いけず震えています。皆様方には体調を崩さないよう十分に気を付けていただきたいと思います。
　さて今年は、年号が変わり元年としてのスタートとなります。身も心も新たに心機一転、総務広報委員長として三条法人
会が円滑に事業活動が出来るよう細心の注意を払っていきたいと思います。これからも会員の皆様からご指導ご鞭撻をい
ただきながら頑張って職務を全うしたいと思いますので宜しくお願い致します。

（総務広報委員長　長岡信治）
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〒951-8068
新潟県新潟市中央区上大川前通六番町 1214-2 大同生命ビル 6 階
TEL.025-223-6231　FAX.025-228-7256

（受付時間：午前 9 時から午後 5 時まで 土・日・祝日・年末年始を除く）

新潟支店
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新潟支社　三条営業所/
新潟県三条市林町２－１－２４
TEL 0256-33-3045

新潟支店/

TEL 025-223-6231


